
航空特殊無線技士試験問題 
（注） 解答は、答えとして正しいと判断したものを一つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。 
 
法  規 １２問 
無線工学 １２問 
 
〔１〕 免許人が、無線設備の変更の工事の許可を受けその

変更後、許可に係る無線設備を運用するためには、総

務省令で定める場合を除き、どのようなことが必要 
か、正しいものを次のうちから選べ。 

 
   １．総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の

内容に適合していると認められなければならない。 
   ２．当該工事の結果が許可の内容に適合している旨を

届け出なければならない。 
   ３．総務大臣の検査に合格した後、運用開始の期日を

届け出なければならない。 
   ４．あらかじめ運用開始の許可を受けなければならな

い。 
 
 
〔２〕 次の記述は、送信設備に使用する電波の質について 

述べたものである。電波法の規定に照らし、       内
に入れるべき字句を下の番号から選べ。 

 
    「送信設備に使用する電波の       等電波の質は、

総務省令で定めるところに適合するものでなければ

ならない。」 
 

１． 周波数の偏差及び幅、空中線電力の偏差 
   ２．周波数の偏差、空中線電力の偏差 
   ３．高調波の強度、空中線電力の偏差 
  ４．周波数の偏差及び幅、高調波の強度 

 
 
〔３〕 航空特殊無線技士の資格を有する者が、空中線電力

５０ワット以下の航空局（航空交通管制の用に供する

ものを除く。）の無線電話で国内通信のための通信操

作を行うことができるのは、何キロヘルツ以上の周波

数の電波を使用するものか、正しいものを次のうちか

ら選べ。 
 
   １．２０,０００キロヘルツ 
   ２．２５,０１０キロヘルツ 
   ３．３０,０００キロヘルツ 
   ４．３５,０１０キロヘルツ 

 〔４〕 無線局が臨時に電波の発射の停止を命じられること

がある場合は、次のどれか。 
 

１． 免許状に記載された空中線電力の範囲を超えて 
運用したとき。 

 ２．総務大臣が当該無線局の発射する電波の質が総 
務省令で定めるものに適合していないと認めると

き。 
   ３．発射する電波が他の無線局の通信に混信を与え 
    たとき。 
   ４．非常の場合の無線通信が行われるとき。 
 
 
 
 
〔５〕 無線局の免許が取り消されることがあるのは、次の

どの場合か。 
 
   １．免許状を失ったとき。 
   ２．運用許容時間外の運用をしたとき。 
   ３．指定外の周波数の電波を使用したとき。 
   ４．正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き

６箇月以上休止したとき。 
 
 
 
 
 
〔６〕 航空局において、空電、混信、受信感度の減退等の

通信状態については、電波法施行規則では、次のどれ

に記載しなければならないことになっているか。 
 
   １．無線設備の保守管理簿 
   ２．無線局事項書の写し 
   ３．無線業務日誌 
   ４．無線検査簿 
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（２） 

〔７〕 次の記述のうち、無線局運用規則の規定に照らし、

無線通信の原則に該当しないものは、次のどれか。 
 
   １．無線通信は、長時間継続して行ってはならな 

い。 
 ２．無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔で 

なければならない。 
   ３．無線通信を行うときは、自局の識別信号を付し

て、その出所を明らかにしなければならない。 
   ４．無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤

りを知ったときは、直ちに訂正しなければならな

い。 
 
 
 
〔８〕 次の記述は、航空機局の運用について述べたもの

である。電波法の規定に照らし、       内に入れ

るべき字句を下の番号から選べ。 
 
    「航空機局の運用は、その航空機の       に限

る。ただし、受信装置のみを運用するとき、第５２

条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で

定める場合は、この限りでない。」 
 
   １．航行中 
   ２．整備中 
   ３．離陸時及び着陸時 
   ４．航行中及び航行の準備中 
 
 
〔９〕 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行う

ために運用するときは、なるべく何を使用しなけれ

ばならないか、正しいものを次のうちから選べ。 
 
   １．水晶発振回路 
   ２．高調波除去装置 
   ３．擬似空中線回路 
   ４．空中線電力の低下装置 

 

 〔10〕 次の記述は、航空局の運用義務時間中の聴守電波

について述べたものである。無線局運用規則の規定に

照らし、      内に入れるべき字句を下の番号から

選べ。 
 
    「航空局の聴守電波の型式は、      とし、その

周波数は、別に告示する。」 
 
   １．Ａ３Ｅ又はＪ３Ｅ 
   ２．Ｆ３Ｅ 
   ３．Ｈ３Ｅ 
   ４．Ｒ３Ｅ 
 
 
〔11〕 １２１.５ＭＨｚの周波数の電波の使用が許される

場合について無線局運用規則に規定されているのは、

次のどれか。 
 
   １．電波の規正に関する通信を行うとき。 
   ２．１２１.５ＭＨｚ以外の周波数の電波を使用する

ことができない航空機局と航空局との間に通信を

行うとき。 
   ３．気象の照会のため航空局と航空機局との間で通 

信を行うとき。 
   ４．時刻の照合のために航空機局相互間において通 

信を行うとき。 
 
 
 
〔12〕 無線電話通信において、自局に対する呼出しを受

信した場合に、呼出局の呼出名称が不確実であるとき

は、無線局運用規則の規定により応答事項のうち相手

局の呼出名称の代わりに、次のどれを使用して直ちに

応答しなければならないか。 
 
   １．反復願います 
   ２．貴局名は何ですか 
   ３．誰かこちらを呼びましたか 
   ４．再びこちらを呼んでください 
 


